
項目名 ② 地域包括ケアの推進について

■ 現状（概要）
医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮ら

しを続けることができるよう，地域における医療・介護の関係機関が連携して，包

括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要である。このため，関係機

関が連携し，多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制の構築を

担う市村等を支援する。

■ 取組状況
１ 鹿児島保健医療圏入退院支援ルール推進事業

(1) 在宅医療介護連携推進に係る連絡会の開催

(2) 「入退院支援ルール」研修会の開催

(3) 運用状況確認調査の実施（居宅介護支援事業所等及び参加医療機関）

(4) 病院連絡会議の開催

(5) 介護支援専門員代表者会議の開催

(6) 医療・介護合同検討会議の開催

２ 在宅医療・介護連携推進事業に関する市村支援

(1) 日置市在宅医療・介護連携推進事業

・中核会議・作業部会への参加

・他職種連携研修会への支援

(2) いちき串木野市在宅医療・介護連携推進事業

・連絡協議会への参加

■ 成果・課題
１ 入院の引継ぎ及び退院の調整漏れの状況（介護支援専門員調査結果から）

調 査 時 期 入院引継ぎ 退院調整漏れ（ )は参加病院

平成 26 年度 (運用前6月) 57.2％ 31.5% (24.2%)

平成 27 年度 ( 6月) 89.8％ 18.7% (15.9%)

平成 28 年度 ( 6月) 88.1％ 15.9% (13.1%)

平成 29 年度 ( 6月) 91.1％ 7.3% ( 5.3%)

平成 30 年度 ( 5月） 90.0％ ※ 18.6% （14.1%）

令和 元 年度 ( 6月） 90.4％ 10.0% （ 9.4%）※※

令和 ２ 年度 ( 8月） 96.8％ 7.3% ( 7.2%) ※※

令和 ３ 年度 ( 5月） 96.4％ 3.7% （ 3.5%）※※

令和 ４ 年度 ( 6月） 89.1％ 8.2% （ 7.5%）※※

令和 ５ 年度 ( 6月） 90.9％ 5.7% ( 5.7%) ※※

※ 参加医療機関以外の医療機関から退院する患者の調整漏れも含まれる。

※※ 令和元年度以降は，介護支援専門員から病院担当者への退院支援連絡も含めて算出

２ 医療や介護の関係者が必要とする情報の共有が難しい。また，ルールの目的が

正確に周知されていない。

３ 関係する多職種が地域の課題に沿った取組を継続的に実施できるよう支援する

ことが必要である。
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■ 今後の方向性
１ 鹿児島保健医療圏域入退院支援ルール推進事業

(1) 入退院支援ルールの周知・拡充

(2) 効果的な運用のための取組

２ 在宅医療・介護連携推進事業に係る取組支援

(1) 市村の関係する会議等への出席及び企画・実施等への支援

(2) 市村が課題としている在宅医療の４場面（日常の療養支援，入退院支援，

看取り等）に即した支援の推進

■ 依頼事項等
医療や介護の関係団体，行政機関におかれては，医療・介護の連携にかかる更

なる取組の推進に取り組んでいただきますようお願いします。
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